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東京都社会保険労務士会
がん患者・障がい者等就労支援特別委員会

http://www.tokyosr.jp

障がい者等就労編

「総合労働相談所」（予約面談制）
※予約電話番号

☎03―5289―8833
■ 社会保険労務士のかかわり方
私たち社会保険労務士は、労働・社会保険の専門
家です。
会社と支援機関等の関係者が連携して情報を提供しながら対
応にあたることが重要です。社会保険労務士はその連携の「橋
渡し役」をしています。

■ 障がいのある方や家族の皆さまへ
こんな相談をお受けします。
● 職場への伝え方と利用できる制度が分からない
● 働きたいけどどのように働いていいか分からない
● 障がいがあることでこれからの生活が心配

さまざまな不安や心配事を抱えていらっしゃることが多いです。
私たち社会保険労務士は悩みや不安の交通整理を行いながら、
社会保険等の利用できる制度があるか、一緒に考えていきます。

■ 支援機関では
就労支援や定着支援をサポートします。
社会保険労務士が行う業務内容の一例は、
● 障がいのある方やご家族からの個別相談
● 支援スタッフや地域支援者向けセミナー
● 支援スタッフからの相談

主なテーマは、会社の就業規則や社会保険（障害年金等）の制
度、労働条件などです。

■ 企業に対しては
健康経営、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ推進
といった言葉をよく聞きますが、何をしたらよいか分かりに
くいです。障がいのある方が働きやすい会社は、すべての方
が働きやすい会社となります。就業規則や法改正等について
適切かつ実行可能な就業上の措置を講ずるためには、相談役
として社会保険労務士に対応を依頼するのも一つの方法です。
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■ アクセス

御茶ノ水
ソラシティ

JR 中央線・総武線　御茶ノ水駅　徒歩 1分
JR 山手線・総武線・京浜東北線　秋葉原駅　徒歩 9分
東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅　聖橋方面改札直結
都営地下鉄都営新宿線　小川町駅　徒歩 6分
つくばエクスプレス　秋葉原駅　徒歩 13分

就労支援の
ご相談は

東京都社会保険労務士会
がん患者・障がい者等就労支援特別委員会
〒101―0062　千代田区神田駿河台 4―6
御茶ノ水ソラシティ アカデミア 4 階
☎ 03―5289―0751
URL http://www.tokyosr.jp

講師派遣等の
ご依頼

URL
�https://forms.gle/7ZuE7wsijPW9R8j6A

QR コードパンフレットに
ついての
お問い合わせ



解雇・賃金・退職金・セクハラ・男女差別 ・休日・休暇・労
働時間・労働災害等、労働問題全般 社会保険労務士が事業主
や従業員の抱えるトラブルに対処、個別労働紛争の事前防止
や解決のお手伝いをします。

無料相談窓口「総合労働相談所」の毎月第 2 木曜日は「女性
相談員の日」としており、「女性のみ」のご相談となります。　
ご利用をお待ちしております。

総合労働相談所 （予約面談制）

「女性相談員の日」のご案内

まちで見かける障がい者に関するマーク（取消）

相談日 	毎週火・木曜日 / 第 1・第 3 土曜日
	 10：30 ～ 15：50

	 要予約　TEL：03-5289-8833

相談の手順
相談申込…�相談は面談形式で行います。上記の電話へ事

前に相談の申込みをしてください。相談取消
の場合も同番号へ連絡してください。

相 談 日…�毎週火、木曜日 / 第 1、第 3 土曜日 10:30 ～
15:50 に行います。

	 （祝祭日はお休みさせていただきます。）
打ち合わせた相談日時に東京都社会保険労務士会総合労
働相談所においでください。 障がい者のための

国際シンボルマーク
身体障害者標識 聴覚障害者標識

盲人のための
国際シンボルマーク

耳マーク

ほじょ犬マーク オストメイトマーク ハート・プラス
マーク

ヘルプマーク

ステップ2   問題を明確化
お困りごとや悩みの原因（問題）を整理
お困りごとや悩みを一緒に整理していき、問題はどこに
あるのかを考えていきます。

ステップ3   使える制度の確認
問題を解決するための制度や仕組みを確認
一人一人にあった問題解決に役立つ社会保障や制度を見
つけていきます。

ステップ４  具体的な解決策の検討
何をすればよいか、できることはなにかを
明確化
問題を解決するために何をしたらよいのか明確にしたう
えで、相談者等が解決できるようにサポートします。

ステップ1   情報把握

1. 障がいの状況
2. 就労の状況
3. 社会環境
4. 希望、思い

悩みはさまざまです。
障がいのある方や、企業、場合
によってはご家族も含め悩みの
解決に向けて、背景を伺い、情
報を整理します。

社会保険労務士は社会保険労務士法に
基づいた国家資格者です。

社会保険労務士は人材に関する専門家であり、労働及び社会保
険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全
な発達と労働者の福祉の向上に資することを目的として業務を
行っております。

社会保険労務士は採用から退職までの労働社会保険に関する問
題や年金の相談を行うなど、業務は広範囲にわたります。

働き方等に関する悩みは、人を大切にする企業づくり等の支援
をしている私たち社会保険労務士にお任せください。

こんな相談をお受けします。

就労支援の就労支援の
４４つのつのステップステップ

就労や雇用に
関すること

（例）�雇用に関するお悩みに
ついて

会社の
制度のこと

（例）�勤務のこと、休暇など
の労働条件について

社会保険に
関すること

（例）�障害年金などについて

定着支援のこと
（例）�雇用決定後のお悩みに

ついて

支えます！皆さまの安心と未来支えます！皆さまの安心と未来


